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次世代エネルギー対策調査特別委員会記録 
 

○開催日時 

平成２５年９月１７日 午前１０時１分～午後０時２分 

───────────────────────────────────────── 

○開催場所 

第３委員会室 

───────────────────────────────────────── 

○出席委員（７人） 

   委 員 長  森 永 靖 子 

   委  員  江 口 是 彦 

   委  員  大田黒   博 

   委  員  宮 里 兼 実 

委  員  今塩屋 裕 一 

委  員  徳 永 武 次 

委  員  下 園 政 喜

───────────────────────────────────────── 

○欠席委員（１人） 

   副委員長  持 原 秀 行 

───────────────────────────────────────── 

○その他の議員 

   議  員  川 畑 善 照 

   議  員  佃   昌 樹 

   議  員  新 原 春 二 

議  員  谷 津 由 尚 

議  員  成 川 幸太郎 

 

───────────────────────────────────────── 

○説明のための出席者 

   新エネルギー対策監  向 野 陽一郎 新エネルギー対策課長  久 保 信 治 

───────────────────────────────────────── 

○事務局職員 

   議 事 調 査 課 長  道 場 益 男 

   議 事 グ ル ー プ 員  久 米 道 秋 

議 事 グ ル ー プ 員  上 川 雄 之 

───────────────────────────────────────── 

○審査事件等 

次世代エネルギーによる地域開発及び雇用創出に関する調査 

１ 次世代エネルギー関連実施事業の進捗状況について 

２ 次世代エネルギー関連行事等について 

───────────────────────────────────────── 
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   △開  会 

○委員長（森永靖子）それでは、ただいまから

次世代エネルギー対策調査特別委員会を開会しま

す。 

 本日の委員会は、お手元に配付しております審

査日程により、審査を進めたいと思いますが、御

異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）御異議ありませんので、

そのように審査を進めます。 

 ここで傍聴の取り扱いについて申し上げます。 

 現在のところ、傍聴の申し出はありませんが、

会議の途中で傍聴の申し出がある場合は、委員長

において随時、許可します。 

─────────―――───── 

   △次世代エネルギーによる地域開発及び雇

用創出に関する調査 

○委員長（森永靖子）それでは、次世代エネル

ギーによる地域開発及び雇用創出に関する調査を

議題とします。 

─────────―――───── 

   △次世代エネルギー関連実施事業の進捗状

況について 

○委員長（森永靖子）まず、次世代エネルギー

関連実施事業の進捗状況についてに入ります。 

 当局に説明を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）新エネ

ルギー対策課でございます。 

 昨年１年かけまして、ビジョン、行動計画をつ

くりまして、三つの冊子をお配りしていると思い

ます。ビジョンと行動計画、それから、簡単な

リーフレットという形でお配りしておりまして、

その中で、本日までの進捗状況という形で御報告

させていただきたいと思います。 

 資料１の構成ですけれども、１ページから、そ

れぞれの事業の項目とポイントを書いてございま

す。５ページ以降が、それの詳細について記載し

てございます。 

 そして、２１ページ以降は、このビジョン行動

計画から抜粋した概念、それから、ポイント等が

記載してございます。 

 本日は、この資料１を前後する形になりますけ

れども、説明をしたいと思います。 

 まず１ページ目を開いてください。１から

１５までの項目が記載してございます。それから、

２４ページをごらんください。行動計画、それか

ら、ビジョンと、それから、薩摩川内市が掲げる

未来像との関係が書いてございまして、右側のほ

うに市民生活、産業活動、都市基盤の整備といっ

た三つの柱と１０個のテーマが書いてございます。

この１０個のテーマに基づいて、これらの事業は

展開されているというふうな仕組みになってござ

います。 

 それでは、テーマの１から１０ということを概

念に置きながら御説明したいと思います。 

まず１ページに、また、戻っていただきたいと

思います。 

 １番でございます。小鷹井堰地点らせん水車導

入実証事業でございます。ポイントが二つござい

ます。水利権取得のため、今年１月から１年間の

流量調査を実施しております。今年度に詳細設計

を行い、来年度が建設・実証開始となります。 

 では、詳細を説明しますと、６ページでござい

ます。上のほうに、同じようにポイントが書いて

ございますが、場所は東郷町の、こちらから行き

ますと藤川天神に行く手前の左側に清流館という

のがございます。そこで実証をしています。１番

目のポイントですけれども、水力発電開発で困難

な低落差での開発促進ということで、日本工営と

共同で水力発電の実証事業を行っております。 

 ２番ですけれども、経済産業省の補助事業に採

択されまして、１０月３１日に日本工営と共同基

本協定を締結しております。 

 ３番目でございますが、今回の実証実験で導入

するらせん水車は３０キロワットで、１０キロワ

ットを超えるらせん水車としては、国内第１号と

なります。この大きさというのは、直径が２メー

トル、それから、長さが５メートルといって、非

常に大きな水車、ドリルのような水車がつく予定

でございます。 

 ４番目です。水利権取得のために今年１月から

１年間の流量調査を実施しておりまして、今年度

に認可手続をし、来年度、工事に入るというふう

な状況になっております。 

 ただいま水利権取得の状況につきましては、今

年４月から水利権の許可権者が国から県になりま

したので、今、県と調整しておりまして、おおむ

ねデータとしてはしっかりと取れておりまして、
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水利権が取れる方向で今、協議をしているという

ふうな状況でございます。 

 以上が、１番の小鷹井堰地点らせん水車導入実

証事業でございます。 

 また、すみません。１ページに戻っていただき

ますと、総合運動公園防災機能強化事業とござい

ます。三つポイントがございまして、本年８月か

ら本格工事に入っております。今年度中に運転開

始を予定しております。 

 ２番目です。第４駐車場、これは御陵下側から

入りますと一番最初にあらわれてくる左側の駐車

場ですけれども、そこに屋根付き駐車場をつくっ

て、要するに太陽光発電を乗せるというふうなこ

とにしております。 

 ３番目です。次世代エネルギーウェブサイト、

私どものホームページですけれども、随時進捗状

況を公表しているというような状況となっており

ます。 

 それでは、これは先ほど言いましたテーマの関

係でいきますと、テーマ４、テーマ５です。すみ

ません。１番目はテーマ９の関係でやっておりま

す。失礼しました。 

 ２番目の総合運動公園はテーマ４、テーマ５に

基づいてやっております。 

 それでは、７ページをごらんください。事業の

詳細について書いてございます。ここでもポイン

トを申し上げますと、①でございます。総合運動

公園に独立電源、太陽光発電であったり、蓄電池

等を活用して防災機能強化を図ったり、本市の次

世代エネルギーの推進モデルとして整備します。 

 ２番目です。キューデン・エコソルの事業提案

に基づきまして、太陽光設備６７０キロワット、

一般家庭でいいますと約２００世帯分、これは、

そのうち全量売電を６３０、自家消費を４０とし

て導入して、停電時に売電用の発電機から電力を

供給できる仕組みをつくります。今年８月より本

格工事を開始し、来年度に運転を開始する予定で

ございます。 

 ３番目の防災機能強化策としては、下にシステ

ム概念図がございます。ちょっと字が小さいです

が、御説明します。ポイントは三つです。災害時

の防災機能としまして、１番目、太陽光発電は、

ふだんは売電用として売っておりますが、災害時

になりましたらば自立運転をしまして、家屋内の

ほうに提供するという方法。 

 ２番目です、充電器からＥＶ車に充電する。こ

れを、蓄電池を電気自動車と見立てまして、電気

自動車から電力を供給するというふうなやり方で

ございます。 

 ３番目です。自家発電機と連携しまして、自家

発電機は燃料を重油から供給しておりますので、

長く災害が起こった場合は協調運転することで燃

料を長持ちさせるというふうなことで、災害時に

防災の機能を強化するものでございます。これが

三つのポイントでございます。 

 右の下のほうに今現在の状況、９月１１日の状

況、第４駐車場がございますが、きのう現在では、

一部、もう屋根の骨格ができているという状態で

ございます。 

 それではまた、すみません。１ページに戻って

いただきまして、スマートグリッド（次世代電力

網）の実証実験です。これは、テーマでいきます

とテーマ１０に関連しております。１番目のポイ

ントです。旧寄田中学校跡地に建設中の実証設備

は、今年度１０月中に完成予定でございます。 

 それから、このほかに実証実験としまして、電

力料金メニューに関する実証実験を市内、約

５００戸に対してやるということでありましたの

で、自治会加入者全戸にアンケート調査を実施し、

今、集計中でございます。３番目のポイントです

が、市内５００戸の家庭をモニターとして今後、

実証実験に参加していただくというのがポイント

でございます。これらの詳細を８ページに書いて

ございます。 

 １番目が、本市と九州電力が共同で試験目的の

達成のために模擬的に太陽光発電機器、それから、

蓄電池を旧寄田中学校跡地に建設中でございます。 

 すみません。次に、③と書いてございますが、

数字が②の間違いでございます。また、市民の家

庭における電力網の見える化の仕組みを導入する

ということで、先ほど言いました自治会加入者全

戸アンケート調査から５００戸を絞るという作業

をしていくところでございます。 

 次に、電気事業者ほか多数の参加のもと、広く

市民の参加を得て実施する同種の事業としては、

九州初の試みであるということでございます。 

 さらに、実証試験で構築されましたネットワー

クを利用して見守りサービス等の情報提供の可能

性を検討していくということにしております。 

 モニター募集に先駆けまして、先ほど言いまし
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たアンケートを実施したというのが書いてござい

ます。これが、スマートグリッド実証実験でござ

います。 

 続きまして、また、１ページに戻っていただき

まして、スマートハウス（モデル）実証事業でご

ざいます。これは、テーマの３、テーマの４に関

係しているものでございます。ポイントとしまし

ては、コーディネーターの公募をかけまして、東

京の設計会社でございますＵＤＳ株式会社と提携

し、家の概念を今、整理中でございます。 

 並行しまして、創エネの施設というのは非常に

高額でございますので、経費節減のために設備関

連等を無償で貸与していただけないかということ

で、公募をしておりまして、９月１７日、本日が

締め切りとなっております。けさ現在でございま

すが、今、３団体から公募があるというような状

況でございます。 

 詳細につきまして、９ページをごらんください。

四角囲みのポイントのところにございます。昨年

のビジョン委員会の指摘でもございまして、まず

は市民が見て触れて体験できるような施設をつく

るべきではないかという御意見がございましたの

で、次世代エネルギーに関する具体的な設備を市

民等に提示し、意識啓発を図るため川内駅東口の、

今、区画整理を実施しているところの、市の土地

に建設するということにしております。 

 ２番目ですけれども、見学者や短期滞在者に対

しまして、創エネ・蓄エネ・省エネを体験しても

らうような施設を展開していこうというふうに考

えております。 

 実証事業にかかわるコーディネート業務につい

ては、プロポーザルにより、先ほど申し上げまし

たＵＤＳ株式会社が連携するということになって

おります。 

 ４番目ですけれども、エネルギー関連施設とい

うのは非常に高額でございますので、また、企業

の方も一緒に参加していただくという機運を高め

るために無償貸与によって一緒に、このモデル

ルームでやっていただけないだろうかというふう

なことを今、公募しておりまして、９月１７日ま

で、本日までを締め切りとして公募している状況

でございます。以上が、スマートハウス実証事業

でございます。 

 続きまして、２ページに戻っていただきまして、

すみません、前後しますけれども、まず５番目の

甑島ＥＶレンタカー実証事業、それから、６番目

の超小型モビリティ実証事業、これは、いずれも

甑島で実証事業をやっております。これは、テー

マ４とテーマ８に関連するものでございます。 

 エネルギービジョンでは、これまでエネルギー

を供給するというところだけではなくて、使い方

にも着目しようということとなっておりまして、

その中で、この二つの事業は市民生活関連と観光

に着目し、市民生活関連においてはガソリンの高

い甑島で、市民生活が、この電気自動車で、どの

ような形で溶け込んでいくかといったようなもの、

そのエコ的な生活、住まい方がブランド力を高め、

しいては観光につながるんではないかというふう

なことで、リーディングプロジェクト、この実証

事業を、リードする実証事業として導入している

ものでございます。 

 まず５番から御説明しますと、１番です。島内

のレンタカー事業者、３社と連携しまして、８月

から実証事業を開始しております。電気自動車は

合計３台です。市とレンタカー業者でカーシェア

リング、これは、レンタカーと公用車と両方使う

というふうなやり方でございます。車両導入と並

行しまして、充電器を里支所と長浜港付近に設置

しております。内容につきましては、１０ページ

をごらんください。 

 ポイントを御説明しますと、甑島のエコアイラ

ンド化を目指して、本市特有の観光スタイルの創

出と育成を図ります。電気自動車は、先ほど言っ

た市民生活と観光とございますと、どちらかとい

いますと、観光のほうにちょっと大きいような形

となっております。その可能性を追求するため、

ＥＶ車をレンタカーとして導入し、さらに公用車

としても使い、走行距離や履歴、電池残量等の各

種データを収集しまして、最終的には本土地域へ

の導入もあわせて検討するというものでございま

す。 

 ３番目は、８月１日から実証事業を開始しまし

たということです。 

 ４番が、里支所及び長浜港付近に電気自動車の

普通充電器を設置しましたとございます。場所は、

下のほうの絵にありますように、上甑島に１台配

置しています。これは里の創夢レンタリース、矢

印の位置が、ちょっとおかしいですけれども、里

になります。充電器は、里支所にございます。そ

して、もう２台は長浜港にございまして、長浜港
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の近くに充電器を設置しまして、五色レンタカー

さんと、それから、中野建設さんがされます親和

レンタカーに今、実証事業を協力してもらってい

るところでございます。 

 続きまして、２ページに戻っていただきまして、

６番の超小型モビリティ導入実証事業でございま

す。ポイントは、三つございます。地区コミやレ

ンタカー業者と協力を得て８月１日から開始して

おります。超小型モビリティは、２０台導入しま

して市民生活の利便性向上を推進できないかとい

うふうな検討をしております。どちらかといいま

すと、市民生活寄りに重きをもって検証するとい

うものでございます。 

 ３番目です。支所及び地区コミの事務連絡や観

光等の移動手軽な手段として活用していただいて

います。 

 １１ページに詳細を書いてございます。これは、

国土交通省の補助事業を活用してやっているもの

でございます。甑島に超小型モビリティを導入し、

支所、レンタカー、それから、地区コミ、市民モ

ニターによる実証事業を通じて市民生活の利便性

向上を図れるんではないかという検証を行うもの

でございます。 

 島のブランド向上とエコアイランド化に向けて

走行距離や履歴、電池残量等の情報を収集し、こ

れも本土地域への導入もあわせて検討するもので

ございます。 

 下に絵がございますけれども、上甑島に８台、

下甑島に１２台配置しております。レンタカー事

業者のほうに、今は観光シーズンでありますので

４台、上甑島。下甑島のほうにもレンタカー事業

者には４台。それから、各支所に１台ずつと、内

川内地区を除く８地区に１台ずつ配置しておりま

す。内川内地区につきましては、今現在は配置し

ておりませんが、かなり急峻で非常に道路が狭い

ということもありまして、走行的に厳しいんでは

ないかということもございますので、初期段階で

は入れておりませんが、支所のほうに何回か走っ

てもらって、導入可能であれば、また、使ってい

ただこうということも検討していこうと思ってい

るところでございます。これが、超小型モビリテ

ィ導入実証事業の進捗状況でございます。 

 続きまして、また、２ページに戻っていただき

まして、７番です。川内駅ゼロエミステーション

化、これは、低炭素化の検討事業でございます。

出前講座、意見交換会の中でも一番意見が出たこ

とは、薩摩川内市において、エネルギーのまちと

いうけれども、エネルギーを感じられないという

御意見が非常に多かったです。そこで、御意見と

しては、川内駅に降り立った時点で、何か、エネ

ルギーを感じるものを考えるべきではないかとい

うことでございましたので、今、川内駅に何かで

きないかということで検討をしているものでござ

います。 

 ポイントとしましては、１番目です。平常時は

次世代エネルギーの情報発信拠点でありながら、

災害時は防災拠点として機能を発揮できないかと

いうことで検討中でございます。 

 ２番目です。次世代エネルギーの導入、活用に

係る調査に向けて、ただいま関係機関と協議中で

ございます。これが、今、進捗状況のポイントで

す。 

 それでは、１２ページをごらんください。下の

ほうの写真は北を上にしてございますので、ちょ

っと見にくいという御指摘もありましたが、今、

写真としては北を上にしてあります。四角囲みで

ございます。１番目であります。市民活動の拠点

である川内駅を平常時はエネルギー情報発信の拠

点として整備できないか、災害時は次世代エネル

ギーを活用した、例えば初期防災でありますと、

どうしても安否確認であったり、情報が必要であ

るということでＦＭさつませんだい等と連携して

一緒に防災活動の拠点として活用できないかとい

うのを検討してまいりたいと思います。 

 そして、最終的に災害を復旧する場合において

は、災害復旧の拠点というのは駅になることが多

いですので、そういった拠点として、どういう利

活用ができるかというところまで検討していこう

と思っております。 

 ２番目です。太陽光発電、風力発電、蓄電池、

ＥＶ車、それから、充電施設、そういったものを

導入し、それを見える化、見せる化することで情

報発信拠点とできないかということで、今、調査

をしているところでございます。 

 ３番目です。上記調査に向けて関係機関と協議

中ということでございます。下のほうは、整備し

たらいいんではないかということで今、案として

考えられるものを書いてございます。 

 続きまして、また、２ページに戻っていただき

まして、８番の公共施設の屋根貸しについてでご
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ざいます。これは、テーマ５になります。 

 失礼しました。７番につきましては、テーマ４、

テーマ５、テーマ８になります。８番につきまし

ては、テーマ５になります。 

 ポイントとしましては、公共施設の有効利用、

防災機能の強化、市民への啓発等を推進するため

に屋根貸しをしようとするものでございます。 

 ２番でございます。今、企画提案公募をしてお

りまして、９月３０日が締め切りでございます。

現在、問い合わせ等はたくさんございます。今、

大体二、三十件ぐらいの社が、今、問い合わせを

してきているような状況でございます。これらの

詳細については、１３ページをごらんください。 

 四角囲みのところにポイントが書いてございま

す。まずは公共施設を有効活用するというのが、

ポイントであります。さらには停電時等の災害時

における公共施設の機能強化、及び市民への啓発

を図るということでございます。 

 ２番目でございます。公共施設を、太陽光事業

を実施したいと考えている事業者へ貸し出して平

常時は売電し、売電収入は事業者に入ります。で

すから、事業者は売電事業を実施するということ

になります。市は、公共施設を目的外使用に係る

使用料として納付するという仕組みでございます。 

 屋根貸しについては、原則２０年間を想定して

おります。ですから、市の公共施設を借りていた

だいて、そこで事業をする。その収入というのは

事業者に入りますが、災害時においては、その施

設に電力を送ってもらうようなものを考えてくだ

さいということ。 

 それから、市としては、その屋根の有効活用と

いうことで、使用料が入るということ。それから、

屋根の補修、２０年間を事業者で持ってもらうと

いうことで、これは利用者が非常によい仕組みと

いうことで、今、公募しているところでございま

すが、実際、公募が出るかというのは３０日を締

め切ってみないとわからないというふうな状況で

ございます。今のところは、１件も出てきており

ません。 

 次に、３ページでございます。次世代エネル

ギーシンポジウムでございます。これにつきまし

ては、テーマ４に関することでございます。ポイ

ントとしましては、エネルギーを活用したまちづ

くりに関する施策普及を目的に実施するものです。 

 ２番目です。まちづくりに主眼を置いた講演や

パネルディスカッションを実施する予定でござい

ます。 

 詳細は、１４ページでございます。ポイントは、

先ほど言いましたことでございますが、さらに申

し上げますと、幅広い市民の理解促進を図るため

に、よりきめ細かな情報提供、双方向のコミュニ

ケーションが必要であるということであります。

そこで、まちづくりに関する市民の機運を一層を

高めるために、１１月８日に国際交流センターで

下記のとおり実施したいということでございます。

基調講演は、コミュニティデザイナーであります

山崎亮さん、これは鹿児島市のマルヤガーデンズ

を監修された方でございます。この方をまちづく

りと、このエネルギーという形で講演していただ

きまして、そして、市内の方を中心にパネルディ

スカッションを実施するということでございます。 

 コーディネーターは、鹿児島大学と連携協定を

結んでおりますので、鹿児島大学の理事の住吉さ

んのほうにお願いしております。平日でございま

すが、ぜひ聞きに来ていただいて、ぜひ御意見を

いただければと思っているところでございます。

これが、９番の次世代エネルギーシンポジウムに

関することでございます。 

 また、３ページに戻っていただきまして、次世

代エネルギーフェアについてでございます。これ

もテーマ４に関することであります。ポイントは、

国（九州経済産業局）と鹿児島県と協働し、生涯

学習フェスティバルが来年２月２２日、２３日に

ございますが、それと一緒に併設して行うという

ことでございます。生涯学習フェスティバルは例

年１万５，０００人ぐらいの集客力がありますか

ら、今回はメインアリーナも借りまして実施した

いというふうなものでございます。 

 ２番目のポイントですけれども、体感、実感を

機会としまして、企業の展示、エネルギー学習会

等を実施するものでございます。 

 詳細は、１５ページにございます。何度も申し

上げておりますが、行政と市民のパートナーシッ

プが非常に必要であるということで、さらにきめ

細かな情報活動が繰り返し、繰り返して必要だと

いうことであります。 

 ２番目が国（九州経済産業局）、それから、鹿

児島県と協働し、生涯学習フェスティバルがあり

ます２月２２日、２３日にあわせまして開催する

というものでございます。 
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 ３番目は、体感や実感の機会の提供、それから、

関連企業等の展示、それから、市内の施設のツ

アー、エネルギー学習会など多角的な普及を図り

たいと思います。 

 下がプログラムのイメージです。横軸が時間に

なっておりまして、２２日（土曜日）、２３日

（日曜日）、二日間がございまして、メインア

リーナ、サブアリーナとはございますが、メイン

アリーナの半分は地区コミュニティのほうの学習

展示、半分を関連企業の製品の展示であったり、

体験コーナーであったり、それから、エネルギー

学習会であったり、超小型モビリティの試乗会で

あったりというようなものをしたいと思っており

ます。 

 それから、サブアリーナのほうでは例年のとお

り地区コミの表彰と舞台発表がありました後、舞

台でエネルギー学習会ということで、今、現在、

補正で上げてあります吉本興業のクイズ体験とか、

そういったものをここでやる予定でございます。 

 それから、野外においては、エネルギー学習会

としまして、市内の関連施設をめぐるツアーとい

うことで、バスツアーを九州経済産業局がやって

いただけるというふうなことになっております。

これが、次世代エネルギーに関するフェアの進捗

状況でございます。 

 また、３ページに戻っていただきまして、

１１番です。これもテーマ４になりますが、地球

にやさしい環境整備事業補助金に関してでござい

ます。ポイントとしましては、２番でございます

けど、８月３０日現在、予算執行率５４．７％で

ございます。 

 １６ページをごらんください。今の進捗状況が、

下の欄にございます。太陽光発電設備は１５７件、

２，４５５万５，０００円、電気自動車等が５件

で１３０万円、それから、電動アシスト自転車が

１６件で５２万２，０００円ということで、現在、

５４．７％でございます。これは昨年と比較いた

しましても、進捗は非常によいというふうな状況

でございます。特に太陽光発電設備については、

今、消費税が上がるということもございまして、

建築ラッシュになっておりまして、今後も太陽光

発電というのが、申請があるものと考えられてお

ります。以上が、進捗状況でございます。 

 続いて３ページをごらんください。１２番、次

世代エネルギー事業推進補助金でございます。こ

れは、昨年からビジョン・行動計画をつくりなが

ら並行して企業・港振興課と一緒に、企業誘致を

含めた次世代エネルギービジネスに関する補助メ

ニューはないかというふうなことで考えたもので

ございます。 

 １番目が、次世代エネルギーの発電事業者に対

して補助制度を実施するものであります。 

 ２番目が、事業に実施した固定資産税相当額を

補助金として交付する。これが、二つのポイント

でございます。詳しくは、１７ページでございま

す。 

 四角囲みのところであります。四角囲みの２番、

当該発電事業を行うに当たって増加した土地・建

物の固定資産税相当額を補助金として交付します。

増加したというのが、みそでございます。 

 課税開始後３年間交付しますが、実質的には平

成２６年度からとなります。例えばのものが、下

のほうに書いてございますが、土地所有者が納税

者でありまして、土地所有者が山林とか原野であ

ります、そこに発電事業者が太陽光であったり、

バイオマスであったり、そういった発電施設をつ

くりますと、どうしても土地の固定資産税が上が

ってしまうと、そうしますと土地を借りて発電事

業者がしてまいりますと、その課税相当額も上乗

せして土地所有者に対して賃借するということに

なりますので、初期の費用が非常にかさむという

ことになりますので、一旦、固定資産税は納入し

てもらうということを前提に地目変更に伴って増

加した固定資産税を１回、納めてもらった後に補

助金として市が還付するというか、補助金として

出すというふうな仕組みでございます。これは、

１００万円を限度としますというふうな形で出し

てございます。 

 ですから、こういった発電事業のものにつきま

しては、今、太陽光がほとんどでございますが、

今後も雇用を生むようなバイオマスとか、そうい

ったものができたときにおいても、初期の費用と

いうのは非常にかかるというものでございますの

で、その初期費用の軽減を図るということで、一

層の新エネビジネスができやすいような環境を整

えるといったような補助金のメニューでございま

す。現在のところは、まだ出したことはございま

せんが、多分、来年度以降に交付されるというよ

うなものでございます。 

 続いてまた、４ページをごらんください。
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１３番が、エネルギービジョン推進会議でござい

ます。 

 それから、１４番が次世代エネルギー導入促進

協議会でございます。 

 １５番が、各種団体・機関等との意見交換でご

ざいます。これらのポイントですけれども、第

１回ビジョン推進会議を１０月１６日に開催しま

す。 

 ２番目です。地元の部会をこれまで２回開催し

まして、第３回を９月２０日に開催する予定でご

ざいます。 

 それから、次世代エネルギー導入促進協議会で

ございますが、協議会の総会を本年４月１１日に

開催しまして、現在のところ６０社が加入してい

るという状況でございます。 

 それから、各種団体との意見交換につきまして

も、現在３０地区コミ、それから、１０団体と意

見交換会を実施し、今後も引き続き意見交換会を

実施する予定であるということでございます。そ

れらをちょっとまとめて御説明します。１８ペー

ジから説明します。 

 ビジョン推進会議とは、昨年のビジョン・行動

計画をつくったときのビジョン策定委員会を発展

解消しまして、ビジョン推進会議を設置しました。

メンバーは、ほとんどビジョン委員会のメンバー

のままでございまして、そのメンバーに加えまし

て、１０番の商工会議所の会頭、それから、３番

の今藤さん、商工会の会長が入っております。 

 引き続き４番の柏木東京工業大学特命教授、そ

れから、１３番の古川洽次日本郵便株式会社顧問

も入っていただいております。新規事業の実施に

際しまして助言、それから、進捗等に対する関連

事業の対外ＰＲについての検討など、いろんな意

見をいただきたいと思っております。これは、来

月１６日に第１回を開催するというものでござい

ます。 

 次に、１９ページが次世代エネルギー導入促進

協議会でございます。これは昨年４月に設立しま

して、上の促進協議会の幹事メンバーのもとに、

下のほうに今現在６０社が加入しているという状

況でございます。どちらかというと、協議会のほ

うは、プレーヤーとして事業に参画していただく

というのを目的としておりまして、その中でも、

例えば中越パルプさんは、今、太陽光の事業にも

参画されましたし、バイオマスの事業にも今後、

進めていきたいということも公表されています。

そういった形で、プレーヤーとなって推進してい

ただこうというのが、この協議会でございます。 

 続きまして、２０ページが各種団体・機関との

意見交換会の実施状況でございます。ちょっと字

が小さくて申しわけございませんが、１番から

３２番まで、重複している地区がございますけれ

ども、延べで３２地区、２地区はダブってござい

ます。 

 それから、１３団体で２団体がちょっと複数回

実施しておりますけれども、延べで４５団体、

７１５名の参加を得て意見交換会を実施している

という状況でございます。 

 最後に、ちょっと長くなりましたけれども、

２２ページをごらんください。それでは一体、今、

薩摩川内市の発電状況というのは、どうなってい

るかというのをちょっと１枚でまとめてございま

す。薩摩川内市の地図のもとに、左側のほうに既

存の発電施設、原子力発電所、それから、火力発

電所、それから、甑島における内燃力の発電所と

いうのがございます。それに再エネの電源としま

して、右下のほうに４番から７番までの発電所が、

平成２７年度までに稼働するだろうという発電量

が書いてございます。 

 ちょうど左下にございますが、平成２７年まで

の導入予定の再エネ電源は規模で約７．９万キロ

ワット、発電量で約２．３億キロワットアワー、

世帯換算でいきますと約６万５，０００世帯分を

発電できる規模ができますということでございま

す。 

 参考としまして、じゃあ、今現在どうだろうか

ということで、右上にございます。平成２５年

９月１０日現在でございますが、規模で約１．

７万キロワット、年間発電量で約１，８００万キ

ロワットアワー、世帯換算で約５，０００世帯分

というふうな状況でございます。これは５番の風

力発電、それから、６番のバイオマス発電といっ

たものが非常にきいておりまして、これらができ

上がりますと大規模な再エネ施設ができ上がると

いうふうな状況でございます。 

 以上で、進捗状況について御説明を終わりたい

と思います。よろしくお願いいたします。 

○委員長（森永靖子）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 
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○委員（大田黒 博）委員長に、ちょっと確認

しますが、この進め方、こんなしてたくさん説明

がありましたけれども、このレジュメを見ますと、

後半の、この関連事業とか、そういうのも分けて

質疑をされるんでしょうか、もう全体を含めてな

んでしょうか。確認です。 

○委員長（森永靖子）打ち合わせのときには、

もう一括して説明して、一括してというふうに打

ち合わせをしたんですが、委員の皆さんのほうで

やりやすい方法でいいかと思いますので、分けて

のほうがよろしければ、そのようにしていきたい

と思います。半分ずつしていきますか。 

○委員（大田黒 博）ちょっと、このハード面

とソフト面がありますよね。いろいろとシンポジ

ウムに出たりしますけど、その辺は分けてされた

ほうがいいのかなと思いますけれども、この委員

の、この小水力の霧島であったりするのも載って

ないんですけれども、そういうのも出たいたなと

思いながら、こんなして薩摩川内市が独自で売っ

ていく、こういうものに対して委員の方々が出席

される、されないも含めてです。このレジュメの、

このとおりいかれて、１、２と分けてしたほうが

いいのかなと思ったりもします。 

○委員長（森永靖子）じゃあ、確認します。 

 そのように分けてやっていくことで、委員の皆

さん、よろしいですか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）じゃあ、そのようにして

いきます。 

 じゃあ、大田黒委員、お願いします。 

○委員（大田黒 博）最初の甑島の、このコミ

ュニティですかね、甑島で導入してレンタカーと

あわせてするやつと、２０台ですかね、各自治体

あるいはコミ協含めて、その貸し出す、そういう

ものを含めてですよ、前回のこういったものの導

入において、既に電気自動車、あるいはそういう

プリウス関係のものが進んでいるわけですよね。

そうしたときに、我々を含めて民間の方々が電気

自動車の普及に対しての導入したときのメリット、

デメリット、そういうものが一つ、物すごく関心

を持っておられるんじゃないかなと思っていたん

です。 

 だから、８月に導入して９月、１カ月しかたっ

ておりませんけれども、その辺がいつごろ出るの

か。実際、薩摩川内市でも電気自動車を導入して

おりますけれども、ガソリン、あるいは、そうい

うものに対して比較されたものが集計的に出てき

ているんでしょうかね。甑島の、この導入におい

て、どの時点でどういう形で出てくるのか、少し

教えていただけませんか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今、電

気自動車を導入して１カ月ちょっとということで

ありながら、今のメリット、デメリットというの

は、把握されているか、もしくは把握していない

としても、いつごろ発表されるかと、公表できる

かというふうなことでお答えしたいと思います。 

 今、１カ月しかたってございませんが、まず、

データとしてとれるような形で機器を積んでおり

ますので、機器の性能も確認をするという意味で

今の利用状況、それから、充電状況といったもの

も把握しておりまして、あわせて地区コミの方、

それから、実際に乗られた方のアンケート調査を

実施しまして、御意見を聞いております。それら

の中においては、電気自動車というのは島内で使

うということについては、非常にメリットがある

んではないだろうかという御意見が多いです。そ

れはガソリンの問題、走行距離が短いという問題

があります。他方、下甑地区においては、山がす

ごく急峻でありまして、電気自動車で、じゃあ、

力がないんではないかという御意見、それにつき

ましては、実際に電気自動車に乗ってみたら普通

の軽自動車よりも非常にトルクがあって乗りやす

いと。ただし、電気が欠乏する。ガソリンでいえ

ばガス欠、ガス欠といったものが心配だという、

電欠が心配だという御意見がございます。ですか

ら、そういった御意見、走行の軌跡を今、分析し

ながら、さらに、その充電設備をどこに置いたら

いいのか、そういったものを検証するということ

に、最終的にはしております。今現在の状況は、

利用の状況であったり、そういった状況というの

は、また、とりまとめて資料としてお配りすると

いうのは可能でございます。今のところは随時、

お配りするということも、例えば１カ月ごとに、

こういった今、利用状況であるというのは公表で

きるような状況になっております。その中で、利

用が低いとか、利用が非常に高いとか、そういっ

た原因も求めつつ、利用が低いところにはすぐに

サポートを当てて、なぜ利用が少ないんだろうか

というものを検証して、動かしていきたいという

ふうに考えておりますので、１カ月ごととか、も
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しくは２カ月ごとに、御公表するというのは可能

でございます。以上でございます。 

 市のほうで分析するということで、今、データ

としてはトヨタ車体研究所のほうで超小型モビリ

ティ、２０台のほうはやっていただいておりまし

て、そして、レンタカーのほうは、市のほうで最

終的には分析しまして公表できます。 

○委員（大田黒 博）それはわかりましたけど、

私が言ってる、もう一つのほうの－薩摩川内市

が導入しましたよね、電気自動車を。市民がわか

りやすいように、燃料との差が出ていると思うん

ですけれども、その辺わかりますか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）全てレ

ンタカーで借りられた車は、どんだけの距離を走

って、どれぐらいの電費というんですか、電力を

使ったかというのは、ホームページで今、できる

ようになっています。 

 失礼しました。ＰＨＶについても、今どういっ

た利用状況というのは公表できるような状態にな

っております。 

ＰＨＶにつきましては、燃費換算でいきますと

２６．９キロ／リットル、燃費２６．９で走って

おります。ＨＶ走行でいきますと、ＨＶ走行だけ

で今、電気代換算でいきますと今年度だけで

６６２円ほど使っているということです。ですか

ら、どちらかというと、ガソリン主体で走ってい

る状況が多いようです。ですから、電気主体では

なくて、ガソリン主体で走っていると、電気のほ

うがフォローしているような状況であるというよ

うな状況でございます。失礼しました。 

○委員（大田黒 博）最後ですが、私の知り合

いで、全くの電気自動車を購入されて、燃料を月

に換算して、わかりやすいように言いますと、燃

料代を２万２，０００円使っていて、今、燃料が

上 が っ た 時 点 で ２ 万 ４ ， ０ ０ ０ 円 か ら

５，０００円だろうというのが、電気自動車にか

えた段階で月に約４，０００円。そういう数字が

ほしいのかなと思っているんです。だから、そう

いうものが出て、実際したときに、どういう形で

広めていくのか、後から質問しますけれども、蓄

電池の関連にしても、これから影響するものがし

っかり出てこなければいけないのかなと思ってお

ります。これだけ今、説明をされた中のエネル

ギーのまちにするとなるとですよ。その辺の普及

に向けてのことが必要なのかなと思っております。

以上です。 

○委員（徳永武次）１点だけ教えてください。

公共施設の屋根貸しがあります。これは、今現在、

既存の施設を屋根貸しされると思うんですけど、

大体それが対応できる施設がどのぐらいあるのか。

それと、仮に見込んでいらっしゃる施設を全部貸

すことができたら、使用料の試算がどのぐらいな

のか、されていたら教えてください。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今回、

公募にかけた屋根貸しの施設というのは全体で

４１施設ございます。４１施設全部の屋根に太陽

光が乗ったとしましたら、面積だけで計算します

と約１メガ、１，０００キロワットになります。

全 部 は 載 ら な い と は 思 い ま す け れ ど も 、

１，０００キロワットアワーぐらい載ると。収入

としては、年間３０万円とか、それぐらいの数字

になろうかと思います。全部、もし載ったとして

になります。 

 すみません。２００万円ぐらいでした。失礼し

ました。年間２００万円。平米１００円として計

算しまして２００万円と。 

○委員（徳永武次）それの２０年間ですよね。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）それの

２０年間になります。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）事実関

係だけ、１点補足させていただきまして、４１施

設は面積でいいますと２万２，０００平米でござ

います。そこに太陽光全部を置こうとすると大体

１メガ、１，０００キロワットほどは搭載可能と。

ただ、それは理論上の話なので、なかなかそのと

おりにいくかどうかはわかりませんけれども、御

参考までに補足をさせていただきました。 

○委員（大田黒 博）川内駅の低炭素化等の検

討事業の中にそれぞれのものが入っていて、この

蓄電池というのをうたってありますけれども。蓄

電池の今の状況、新エネルギー対策課が把握され

ているもので、蓄電池の進みぐあい、今の量販店

にいきますと、蓄電池が４０万円とか３０万円と、

ずっと下がってはきてますけれども、これから先、

エネルギーに対しての蓄電池の開発がものすごく

急務だということと、大変重要なポイントを示し

ていくんではないかなと思って、今、全国で、進

められている中で把握されている部分があればひ

とつ教えていただけませんか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）蓄電池
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につきましては、家庭用の５キロワットアワー程

度、まだ、２００万円から３００万円します。例

えば５年たったら、蓄電量が８割ぐらいになると

いうふうなことで言われておりまして、なかなか

高額でリスクもあるんではないかということで普

及が進んでいないという状況です。国が３分の

１の補助をしているということで、それでも

１００万円から２００万円程度というふうなこと

で、早急に、その加速的に入れていくには、なる

べく安くコンパクトに容量も大きくするというの

が重要な課題であるということで、今、開発が進

められていると聞いています。 

 さらに、これは家庭用ですけれども、大型の蓄

電池というのがありまして、例えば北海道あたり

に行きますと、風力が非常に有効であると言われ

ていますが、電線が非常に細いということもあり

まして、１回、蓄電池におさめながら系統に入れ

ていくというような実証事業もなされると聞いて

おりますので、大規模、大容量の蓄電池という開

発もされていると。さらには、その間の地区の集

落の電池として、防災用の電池として活用できな

いかというふうな研究もなされていると聞いてお

ります。 

以上です。 

○委員（大田黒 博）あとさらに、２番の次の

ほうに、このＥＶ電気自動車の活用等もうたって

あるんですが、大型電気バスが導入されますけれ

ども、聞くところによりますと、ソニーがリチウ

ム－蓄電池におきましては、車においてはリチ

ウムというらしいですね。ソニーが開発したマグ

ネシウムという電池と川崎重工が開発しているパ

ナジウムというのが、ものすごく人気を博して、

その電気自動車導入がもう見込まれるだろうとい

うのが経済新聞等に載ってたんですが、その辺の

状況がわかりませんか。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）お答え

いたします。蓄電池の研究開発については、現在、

いろんなメーカーさんが主体で、かつ国の助けも

得て研究を進めておられる状況だというふうに認

識をしております。その中で、どれが主力製品に

なるのかということについては、ちょっと今後の

動向を見きわめていきたいなと考えております。

それから、議員から先ほど電池についての御質問

をいただいた中で、少し補足をさせていただきた

いと思っておりますけれども、電池につきまして

は、家庭用は市内にはほとんどまだ、導入をされ

ていないんではないかなと認識をしております。 

 それは、前回の特別委員会の中でも御指摘があ

りました家庭用の燃料電池のほう、今、この文脈

では蓄電池の御質問をいただきましたけれども、

家庭用の燃料電池につきましても、まだ、ほとん

ど導入がなされていないのではないかと、私ども

は認識をしてございます。 

 その中で、どのような形で地域に電池が導入さ

れていくのかということにつきましては、国の政

策の動向などもよく見ながら、私たちとして、ど

れを応援していったらいいのかということをしっ

かり決めた上で導入普及を図っていきたいという

ふうに考えております。 

以上でございました。 

○委員（宮里兼実）すごく単純な質問なんです

けど、今、甑島にＥＶ車が３台、それにモビリテ

ィが２０台、その台数に、この充電設備です。わ

ずかこの台数だけに充電は、もちろん、もう島に

渡っているわけですから。だから、現在までにど

れぐらい走行しているのか。そしてまた、これ以

外に、島で個人の方でも、こういうＥＶ車を買っ

てみようかという、そういう話も出てきておるの

か。ましてや、もちろんハイブリッド車が島に、

これまでに何台ぐらい、甑島の人が持っておられ

たのか。２０台と、これまでに、どれくらいの走

行使用があったのか。これが充電施設もするわけ

ですから。ただ、はい、持っていきましたよ、は

い、設備もしましたよ。だけど、車は動きません

ということではよくないわけですから、これから

先、何年ぐらい先の甑島を想定しておられるのか。

これがフルに使用されるのか、思っておられる、

考えておられるのか、お聞きしたいと思います。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今、甑

島にレンタカー、軽自動車のほうですけど、ＥＶ

車を３台、それから、モビリティを２０台という

ことで、充電器は２施設しかないということで、

利用状況はどうであるかという御質問にお答えし

ます。 

 充電施設につきましては、このＥＶ車３台に対

して充電する２００ボルトの充電器であります。

超小型モビリティのほうは家庭用のコンセントで

充電できますので、新たに充電器が必要ではない

ということであります。もちろん、そのＥＶ車も

普通の家庭用の充電、１００ボルトでも充電でき
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るような、倍、時間かかりますけど、充電できる

ようになっております。 

 現在の利用状況、９月４日までですけれども、

レンタカーは２１２回、それから、地区コミが使

っていただいているのが３７５回、これは小型モ

ビリティのほうです。支所のほうが２３４回、延

べ８２１回、使っていただいているというふうな

状況です。 

 意見の中では、楽しかったとか、風を感じられ

たとかいう、そういうふうな御意見があることも

ありますが。今、超小型モビリティはエアコンが

ついておりませんので、非常に暑いとか、雨の日

はちょっと不安だなというふうな御意見。それか

ら、坂道でのパワーがなかったという御意見があ

ります。逆にＥＶ車のほうは坂道のパワーはある

んだけど、坂道を上がって行くと電気がどんどん

減っていくのが見えるということで、非常にそれ

は少し怖いなというふうな御意見もありましたの

で、そういった御意見を聞きながら、どの位置に、

先ほど言いました充電器のさらなる配置が必要か

というふうな検証をしていくこととしています。 

 それから、ハイブリッド車が何台入っているか

というのにつきましては、詳しい台数は把握して

おりませんが、今、下甑ではタクシーに導入され

ているようです。下甑では、タクシーにハイブリ

ッドのプリウスが走っております。 

 それから、何年ぐらいの先をということですが、

今、行動計画自体が中期、長期、短期ということ

で、将来１０年を目指して進めておりますので、

まずは、その１０年を、その長期を目指して、短

期の入り口としてはＥＶ車を導入して、どのよう

な市民の動向になるのかというふうなことを検証

していきたいと思っています。 

 それで、島民の方々はどういうふうに考えてい

らっしゃるかという御意見ですが、下甑では、ぜ

ひ電気自動車を導入されたいという方も聞いてお

ります。島内で走るんだったら、十分だよねと、

こういった箱バンタイプもいるので、そういった

形であれば十分だよねという御意見も聞いている

ところでございます。 

以上であります。 

○委員（宮里兼実）今、課長は１０年とおっし

ゃいましたけども。今、当局側の５名、座ってい

らっしゃいますけど、４名が１０年後、もう

１０年もたたないうちに退職されると思いますけ

ども、あんときは課長は１０年ぐらいでというこ

とでしたけれども。もう１０年というのはあっと

言う間に来たけれども、これはどうしたもんかよ

ということのないように頑張っていただきたい。 

 ちなみに、このレンタカーは、料金はどういう

ふうになっているんですか、料金設定は。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）ＥＶレ

ンタカー３台の、要するに軽自動車のほうは、鹿

児島県が定めてます軽自動車のレンタカーの料金

と合わせてありまして、２時間２，０００円で

６時間で４，０００円というふうな設定になって

います。ですから、普通の軽自動車と同じ条件、

状態です。 

 超小型モビリティもレンタカー会社で貸してお

りますけども、最初は２，０００円で２時間とい

う形でお貸ししてましたけれども、高いという御

意見はいただかなかったんですけれども、やはり

感覚的に、２時間２，０００円がＥＶ車も同じな

んです。同じように超小型モビリティも２時間で

２，０００円というのは、エアコンもついてませ

んし、一人しか乗れないということもありますの

で、実証実験ですので、半額の１，０００円に下

げさせていただいて、今、先週の土曜日から、実

施しているというふうな状況でございます。 

○委員（徳永武次）スマートグリッド実証試験

というのは本当すばらしい未来のあれだと思うん

ですけど、ネットワークを利用した見守りサービ

スですか、具体的にはいろいろ、書いてないんで

すけど。市内の医療機関とか、いろんなだと思う

んですけど、問題は高齢化が進んできますよね。

そうしますと使われる側、データとして送るほう

はあれだと思う、使うほうが果たして制度が上が

らないと難しいじゃなかろうかと思うんですけど、

その辺はどう考えていらっしゃるんですか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）スマー

トグリッドの、その実証実験の中で、見守りサー

ビスというのを深く書いてございませんけれども。

どういったことをしたいかというふうに考えてい

るかといいますと、スマートグリッドの実証実験

の中で、御家庭に自分たちの電気が見える化とい

うのが出てくるということです。 

 そうしますと、その見える化というもの等を利

用して、朝起きて電力がずっと上がってきて、下

がっていくというのが外から見える、もしくは子

どもさんであったり、お孫さんのところ、民生委
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員さんのところに届くということ。それで、生活

のパターンによってエラーメッセージが出るんで

はないかということを見守りサービスとして持っ

ていけないかというふうに、今、検討してる、そ

ういうことができるんじゃないかというふうに検

討しているところであります。 

 それを、例えば医療行為のところまで持ってい

くかというところは、その先のところですけど、

それは、さらにまた壁がありますし、先ほどおっ

しゃったとおり見守る側も高齢化になっていると

いう、非常に問題がありますので、そういったこ

とも含めて、その行動パターンが本当にエラーな

行動パターンが導き出せるのかどうかと。 

 きょうは、グランドゴルフに行かれたりとかす

ると、全然上がらないわけですので、外出という

ボタンを押してもらわなければいけないとか、い

ろんな問題がまだございまして、そこまでできる

んだろうかということを、今、机上の理論で、い

ろんな、こうなったらどうなるんだろうかという

ふうなことを、今、検討しているというふうな状

況でございます。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）今の課

長の回答に少し補足をさせていただきますけれど

も、地域に行きますと、特に御指摘をされるのは

見守りサービスはいいけれども、８０代以上の方

は使わんがと、そんなものとおっしゃられます。 

 したがって、私どもも、やっぱり現状、その

８０代以上の方々がパソコンなどを全く使わない、

使ったことがない方々が大変多い中で、この情報

通信技術を活用した見守りサービスなどが本当に

成り立つのかどうかということは、本格普及の前

に、きちんと実証の実験をしなければいかんと思

っております。 

 例えばそれはどういうことかというと、地域や

世帯数を限って限定的にやってみて、本当に見守

りの仕組みとして機能するのかどうかということ

を見きわめた上で、やっぱり今はまだちょっと早

過ぎるとか、あるいは、ここの地区であればうま

くいくんじゃないかとかいうような、少し細かめ

に見きわめをして、その上で先に進めていく必要

はあるのかなというふうに考えております。 

以上でございました。 

○委員（徳永武次）やっぱり一番の魅力はネッ

トワークです。今普通、家電製品なんかでも、例

えばポットのお湯の量とかいろんなあれで、ひと

り暮らしの安否確認とかっていうのは、できるの

は、なっているんです、製品でいっぱいあるわけ

です、いろんな製品があるわけです。 

 そうしますと、一番の魅力はやっぱり、５０世

帯なら５０世帯のネットワークがやっぱりきちっ

とされて、今さっき話があったとおり、医療機関

であるとか、民生委員さんであるとか。ただ、や

っぱり一番の心配は先ほど言ったように、高齢化

というのが一番の問題だと思うんです。だから、

その辺までやっぱり追及せんと、これの意味はな

いと思うんですけどいかがですか。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）御指摘

の点は、私どもの問題意識と同じでございます。 

 したがいまして、今、スマートグリットの実証

に当たりまして、別途に市内の自治会に加盟され

ている全世帯の方々にアンケートをさせていただ

きました。これは６月の下旬でございました。 

 その結果が返ってきておりまして、大体２５％

ほどの回答率で、３万５，０００世帯で大体

８，５００世帯ほど回答が返ってきました。その

今、中身を少し分析しておりまして、何が望まれ

ているのか、この望まれているものを実現するた

めに、どういう仕組みをつくったらいいのか。そ

れは、どこだったら、どういう仕組みだったらう

まくいくのかということを一つ一つ検証した形で

事業化に当たっては整理をしていく必要があるか

なというふうに考えております。それが多分、予

算の有効活用にもつながるんではないかなと考え

ております。 

以上でございました。 

○委員（今塩屋裕一）ページ数でいえば

１６ページ、地球にやさしい環境整備事業補助金

なんですけど、１番、住宅用太陽光発電設備とい

うことで、鹿児島市内のほうは、今、業者が２社

ほど、私もネット上で調べれば、ローンゼロ円住

宅という形でネット上で打ち出していました。 

 中身を見てみますと、太陽光パネルを据えると、

全部、その太陽光パネルを据えた金額でローンを

全部支払ってくれると、だから、住宅に建てるの

はもうゼロ円ですよと。 

 そういう形で、企業が２社ほど回っていると聞

いて、薩摩川内市の目玉としたらどうなんですか

と、先ほどのアンケート等を見ても、あまり見受

けられないというか、何か市民の意見としては、

そういう意見が上がってきてるということも聞い
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ておりますし。その辺、目玉として地元企業との

タイアップ。そして、効率よく太陽光パネルを据

えて、これが一番目玉として早いんじゃないかと、

私は個人的に思います。 

 それは、地元である京セラさんもありますし、

そのパネルを据えれば特別違うよということもア

ピールしてもらいたいし。今、建築住宅課でいう

と、既存住宅リフォーム補助金という形で、リフ

ォームをすれば２０万円の補助があります。 

 これも薩摩川内市が鹿児島県ではトップで打ち

出して、霧島市が１年おくれでやっているんです

けど、３０分で完売ということも聞いてますし、

こういったことで企業とのタイアップをしてもら

って、地元企業の活性化ということはできてない

んでしょうか。 

 今、現時点で地元企業がそういった太陽光パネ

ルに関しての何か要望とか、今まで当局との話し

合いというか、どこまでこうやって詰めて来られ

たのがあれば、お聞きしたいと思います。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）お答え

します。ローンゼロ円住宅というのは、家の屋根

に全部を陸屋根にしてしまいまして、もしくは斜

めの屋根にしてしまって、南側に全部パネルを敷

いてしまうと。それも１０キロ以上のパネルを敷

いて、全量売電の制度を使って全部売ると。自家

消費ではなくて、この辺にあるような自家消費と

売電というやり方ではなくて、全部を売って、そ

の売電益をローンに充てていこうという住宅でご

ざいます。 

 例えば１１キロとか１２キロを載せてしまいま

すと、月６万円とか７万円の売電収入があるとい

うことですので、そうしましたら、それを家の

ローンに乗せて払っていくと、ただし、それは

２０年間ということですから、実質、ゼロ円にな

るかどうかはわかりませんけど、何年かはゼロ円

ということではないでしょうか。それが鹿児島市

でやっていらっしゃるようなローンゼロ円住宅と

いうことであります。 

 薩摩川内市では、先ほどおっしゃった、そのリ

フォーム補助金というようなものにあわせて、そ

の建設業界と何か話をしてないかということでご

ざいます。リフォーム補助金に加えまして、私ど

も、この地球にやさしい環境事業補助金というの

は一緒に使えますので、リフォームとあわせて太

陽光をつけていただくということであれば、上乗

せしてお金も支払えるということになっておりま

す。それらについて建築会社の方と意見交換会を

いたしました。 

 ハウスメーカーさんは、太陽光というのはもう

オプションではなくて、もう家のセットになって

売ってらっしゃるんですけど、じゃあ、地元の建

設業者さんは、どうなんですかという御質問をし

ましたら、どうしても坪３０万円、３５万円の家

に太陽光をつけたとしたらプラス４０万円になっ

てしまいますよという売り方をしているもんです

から、なかなか先ほど御指摘のように、全部の家

に太陽光が載るというような形にはなってないと

おっしゃってました。 

 ただし、一部の建築会社さんはローンゼロ円住

宅ではないんですけど、家に最初から５キロとか

８キロとか載せられるだけ載せたら光熱費が安く

なる。さらには余ったら電気が売れるということ

で、ローンを助けることができますよということ

で、ゼロ円ではないんですけども、その最初でか

かった坪４０万円というのが、回収に近い形でで

きますという売り方をして、その活性化を図ろう

と、一緒になろうというふうな話をしてますとい

う御意見はいただいているところです。 

以上です。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）今の回

答に少し補足をさせていただきたいと思いますけ

れども、実は庁内でいろんなリフォーム補助金な

どの諸制度がございます。 

 この補助制度と地球にやさしい、この補助金は

言ってみればメーカーさん、それから、家を買わ

れる方にとっては大変なメリットでございますの

で、そこら辺は、外向きの周知に当たっては、よ

く連携をした格好で周知をしていきたいというふ

うに考えているわけでございます。 

 それから、これはもしかすると大田黒議員の問

題意識に答えるようなことになるのかもしれませ

んけども、先ほど私が回答させていただいた中で

は、家庭用の燃料電池等々は、まだまだほとんど

普及をしてないというふうにお答えをさせていた

だきました。実際、補助金の執行率を見ても、今

年度、目玉として導入したにもかかわらず、まだ

実績はゼロでございます。 

 したがいまして、今後はガスのメーカーさんは

大変、次世代のエネルギー機器として、地域で積

極的に販売をしていきたいという強い気持ちを持
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っておられますけれども、私どもとしましてはＰ

Ｒのやり方として、このような住宅メーカーさん

ともよくタイアップをして、地域で導入、普及の

やり方を考えていく必要があろうかなというふう

に考えております。 

以上でございます。 

○委員（大田黒 博）一つ、国の施策として、

いろんなものがありますけれども、この本市の中

で今、中パさんがバイオマスをされました。そう

いう事業も国・県からの補助金がしっかりあるの

かなと思っておりまして、ここで一番最後のほう

に、市のエネルギー、電気量といったものが大分

そういうもののウェートを大きく占めてきている

わけですけれども。国が、大分県が地熱を中心に

した、首相も大分に入られて、大分銀行を絡めて

地熱の普及、あるいは、そういう掘り起こしてき

たものが物すごい勢いで進んでいるということで、

鹿児島にも今、温泉の泉源のところで地熱を抜き

取って、また、抜き取った後は返すと。霧島の丸

尾においては蒸気ですので、その地熱の普及が丸

尾あたりでは以前からあるわけでして。鹿児島県

で、九州で、そういうものをしっかりやろうとい

う施策が、今どんどん進んでいるような気がして

きているんですけど。対策監あるいは新エネル

ギー対策課で把握されていることがあれば教えて

いただけませんか。（江口委員が着席） 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）今の御

質問に少しお答えさせていただきたいと思います

が、８月下旬に、国の来年度の予算の概算要求が

おおむね出そろってまいりました。 

 私どもといたしましては、新エネルギー対策課

発足当時からずっとやっている作業といたしまし

て、関係省庁が持っている、その概算要求の中身

を一通りチェックをしまして、来年度、特に地域

でどういう予算が活用できるのかということをい

つも、課内のみならず対外的にも情報共有を図っ

ているというのがございます。 

 その中で、特に御指摘のありました地熱の関係

につきましては、例えば地域において勉強会を開

催するなどの諸経費を定額、つまり１００％補助

で見てもらうような制度というのが、実は今年度

からずっとございました。したがいまして、地熱

につきましては地元の関係者の同意、それから、

熱意を前提に、私どもとしても、このような大変

有利な補助制度を地域で活用できないかというこ

とを現在検討しているということでございました。 

 したがいまして、繰り返しになりますけれども、

地域特性を踏まえた事業をやろうとしたときに、

利用可能な大変有利な補助制度については、地域

に積極的にＰＲをしているということでございま

す。 

以上でございます。 

○委員（大田黒 博）そうですと、そういうも

のが少し進んでいるんであったら、早く状況を把

握して説明するなり、１００％補助というのは、

そういうものでして、薩摩川内市にもたくさん泉

源があるわけです。そういうものを、泉源をとめ

てあるところもあると思いますよ。市比野とか、

我々、祁答院もそうですし、高城温泉もそうです

し、ずっとあると思うんですけれども。その辺を、

もう民間業者が、補助に対しての、そういうもの

をずっと回っておられるということで、対策監の

言う、後手後手になってはいけないと思いますの

で、それだけの補助金があったら、しっかり落と

すなり、そういうものを少し具体化されたほうが

いいんじゃないかなと思うんですが、その辺はど

うなんでしょうか。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）今の御

指摘の点でございますけれども、今現在、市比野

温泉の活性化をやっておられるグループの方々に

は、地域の活用に対する熱意が大変高いというこ

ともありまして、この地熱の発電に関する補助制

度の中身は、御説明に行ったことがございます。

したがいまして、あとは地元の方が地域の実情に

応じて、この制度をいかに活用されるのか。 

 例えば申請書の書き方がわからないとかという

話になったときには、私どもも積極的に横からサ

ポートをさせていただきたいというふうには考え

ております。 

以上でございます。 

○委員（大田黒 博）最後ですけれども、要は

泉源があったり、地熱が出ているようなところが

あれば、そこのスペースが５００坪以上あれば、

少し検討に乗せることができるし、借地でそうい

うものができると、ずっと回っておられるんです。

だから、上水道課にも聞いたんですけれども、ま

だ把握していないと、それだったら、対策課のほ

うかなと思ったものですから、質問したんですが。 

 対策監が言われたように、そういう国の補助が

あるんであれば、少しでも把握して、どういうも
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のなのか、大分から、それだけの発信がされたよ

うな気がしてならないんですけれども、大分の方

にも少し聞いたんですけれども、いや、大分の別

府温泉あたりは、それで今、話題で持ち切りだよ

ということも言われてましたけど、それ１カ月前

です。 

 なるほど鹿児島県にも、そういうものがおりて

きているなというのは感じましたから、対策監の

中でもそういうものが、それとかち合うんであれ

ば、そういうものなのか､また別個の事業なのか、

それを少し把握されて、我々にも下ろしてほしい

し、進めてほしいと思います。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）端的に

申し上げます。御指摘の点を踏まえて、ちょっと

進捗がありましたら、この委員会でも適宜、御報

告をさせていただきたいと思いますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

以上でございます。 

○委員長（森永靖子）委員の皆さんで何かあり

ますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）質疑は尽きたと認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（新原春二）ハード面の件で１件だけ。

先ほど来、甑島のＥＶのレンタカーの関係で話が

出てますが、これ２番目に書いてありますように、

市とレンタカーの業者でカーシェアリングを実施

しますよという、カーシェアリングになっている

んです。 

 先ほど、２１２件の利用がありましたという報

告がありましたが、市の業務の関係で使用された

のは何回なのか。あるいは、観光としてレンタ

カーをされたのが何件なのか、わかったら教えて

ください。 

以上です。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）今、手

元にあるやつで、ちょっと集計してから答えても

よろしいでしょうか。 

○委員長（森永靖子）この委員会の間に報告し

てください。 

○議員（川畑善照）ここに推進会議と、それか

ら、意見交換会の実施状況があるんですが、ここ

で大きな問題で出たことがあったら教えていただ

きたいと思いますし、将来的にこの推進会議にお

いては、まあまあ今現在、原発が全国とまってい

るわけですけれども、火力に頼って油が高騰して

電気量値上げ、さらに原発の３．１１以来の設備

投資で値上げ、そして、さらにまた上がる可能性

もあると言われているんですが、例えば火力発電

所の抑制を図るために、そういう話が出ているの

か。 

 この２２ページにありますバイオマス発電が完

成したら大きな世帯数が賄える、全国的に――も

ちろん九電は川内だけではないわけですけれども、

いずれにしても全国レベルあるいは九州レベルで、

そういう話が出てるのか。まず設備投資は当然し

なければならない、安心・安全のために。だけど、

火力発電所の抑制を図るためにこのエネルギーを、

次世代のエネルギーをどれだけ持っていきたいと、

いくのか。そういう話やら出てるのか、各地の意

見交換会で出たお話で、特徴のあるものを教えて

ください。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）お答え

いたします。推進会議につきましては、今年度は

まだ開催実績はございません。１０月１６日が第

１回目になります。ただ、推進会議の下に地元部

会をぶら下げておりまして、これは３回ほど開催

をいたしました。 

 この中では、特に地元に在住の委員の方々から

出た話としまして、昨年度つくりましたビジョン

や行動計画が「絵に描いた餅」にならないように、

具体的な事業を着実に進めていくことが大事であ

るという御指摘をいただいております。最も強い

御指摘ではなかったかなと思う次第でございます。 

 それから、地区コミュニティ協議会での意見交

換の中では、やはりエネルギーをつくるとか、使

うとかという、そういう部類の中でいきますと、

やはりエネルギーをつくるほう、ですから省エネ

という話よりも、むしろ地域で最適なエネルギー

源は何なのかと、どういうエネルギー源が最近の

政策を踏まえた上で適当なのかという御意見は必

ずいただくわけでございます。 

 その中で、私どもといたしましては、このよう

な格好で説明をさせていただいております。 

 エネルギー源は、多様なエネルギー源を地域と

して持つべきだというふうに考えると。他方で、

その多様なエネルギー源を議論する中で、特に原

子力の扱いについては、国のエネルギー政策との

関係で、大変国民的な議論がなされているわけで

ありまして、私どもとしても、このエネルギー政
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策の動向をよく見ながら、仮に、その基幹エネル

ギー源として位置づけをされるというようなこと

であれば、その使い方を地域として、どういう上

手な無駄のない使い方をしていくのかということ

を、ほかの基幹エネルギー源、議員が御指摘され

た火力発電所等々と同じ並びで考えていく必要が

あるんじゃないかと。 

 つまりエネルギー源は多用であるべきだと思う

し、エネルギーというのは、つくるほうだけでは

なくて、使うほうもあるんだということを御理解

いただきながら、まちづくりにつなげていきませ

んかということは、再三にわたって申し上げてい

るところでございます。 

 その上で、地域では再生可能エネルギーは、ど

れが一番適当なのかというような御質問などもい

ただきますけれども、そのときは、導入しやすい

のは太陽光でありますが、他方で中越パルプさん

のような、地域で木質の、今まで山に眠っていた

ような未利用の、その間伐材などを使ったような

バイオマス発電の動きなどもありますので、私ど

もとしては、このような動きは積極的に支援をし

ていきたいというようなことで、お答えすること

が多いわけでございます。 

 さらに言うと、地域特性を踏まえた、例えば農

地で、あそこの耕作放棄地があるので太陽光発電

はできんのかとかいうお話をいただくことは多々

ございまして、農地も、第一種農地がたくさん含

まれている場合であれば、農地の転用というのは

なかなか難しくなるわけでございますというよう

なことは御説明をしているということでございま

した。 

以上でございます。 

○議員（川畑善照）いろいろ意見はたくさん出

ているかとは思います。 

 例えば自治会単位とか、商店街単位で、もちろ

ん蓄電池の問題もありますけれども、例えば外国、

ドイツあたりでは、そういう方向でも、もう動い

ているらしいんですけれども、そういう考え方は

お持ちでないんでしょうか。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）地域と

の対話の中では、とある地域においてコミュニテ

ィ、それから、地元の企業さんが一体となって、

この発電事業をして地域の活性化につなげていく

というような動きもございます。 

 したがいまして、私どもとしましては、今申し

上げたような、例えば地区コミュニティ協議会、

それから地元企業、それから地元の有志の方が協

働して発電事業を地域でやって、地域の遊休地を

使って出てきた、例えば売った電気で地域の活性

化につなげていくというような動きが出てきまし

たら、積極的にサポートをさせていただきたいと

いうふうに考えております。 

 私どもはそのようなモデルが早く地域から出て

くることを念頭に置きながら、昨年度、ビジョン

をつくったということの経緯がございます。 

以上でございます。 

○議員（谷津由尚）１点、この経産省の補助事

業のらせん水車の導入実証事業なんですが、実は、

自然の河川につけられるわけですので、洪水なん

かで壊れないかというのが非常に懸念をされます。 

 ですから、この日本工営㈱さんという、ここが

多分メーカーさんになるんだろうと思いますが、

ここに対して、その辺の最新の技術のノウハウを

持って反映していただくような要求をしていただ

きたいと思います。 

 といいますのは、きのう大変な洪水に見舞われ

ました京都嵐山の桂川にかかる渡月橋という橋、

実はあの橋の直前に、やはり堰がありまして、そ

こに小水力発電をつけられた、平成２３年だと記

憶しています。これは日本初です。自治体がつけ

られて、その渡月橋の歩道をＬＥＤランプで照ら

すという電源にされたんですが、きのうの洪水で、

それがもし壊れてなければ、なぜ壊れなかったの

か、ノウハウは何なのか。 

 もし壊れたんであれば何が悪かったのか、対策

はどうするのか、そのフィードバックを早急にさ

れて、やはり少々の洪水では壊れない強靭なもの

にしていただきたいと思いますがいかがでしょう

か。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）昨日の

甚大な水害ということで、渡月橋の上流に水力発

電所があります。ちょうど堰のところにありまし

て、多分きのうの映像を見ますと、完全に潜り込

んでいるという状態になってます。その情報は早

急に、復旧されるのか、それとも壊れてないのか

というのは、ちょっと京都のほうに聞いて、やっ

ていきたいと思います。 

 我々がつくるやつは、洪水想定よりも上につく

るということになってますけれども、今回は、そ

の渡月橋のほうは洪水想定の中に潜り込んでつく
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るものでありますから、その辺はちょっと違いが

ありまして、洪水が予想を超えたときにどうなる

のかといったことも踏まえて、ちょっと今度は、

その点については日本工営さんのほうに、もしそ

の想定洪水量を超えた場合の検証といいますか、

どうなるのかといったものもちょっと一緒に協議

をしていきたいと思います。 

以上です。 

○議員（成川幸太郎）一つだけ、きょうの調査

事項ということでは、次世代エネルギーによる地

域開発及び雇用創出に関する調査ということにな

る。 

 この雇用のほうなんですが、平成２７年末導入

予定の再エネ電源が７．９万キロワット想定され

ていると。この中で創出される雇用人数というの

は、どれぐらいを想定されていらっしゃるんです

か。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）具体的

な数字は持ち合わせておりませんけれども、中越

パルプさんが導入されるバイオマス発電の導入に

関しましては、恐らく材料の調達でありますとか、

それから材料の貯蔵、それから運搬等々に関しま

して、一定程度の雇用が生まれるんではないかと

いうふうに考えています。 

 実際、私も県の森林組合連合会の方々やそのチ

ップ業者さんとも、この文脈でお話をさせていた

だきましたけれども、大変な、１年での木材の利

用になるわけでございます。大体１５万トンから

２０万トンぐらい、年間でチップが必要だという

ようなお話もありますし。このチップも基本的に

は７０％ほどは国内産でというようなことで考え

ておられることからすると、材を集められる方が

大変力を合わせてやっていく必要があると思って

おりますので、そこらあたりでの雇用の上積みと

いうのは期待でできるのではないかと。 

 ただ一方で、それは鹿児島県内かもしれません

が、薩摩川内市内かと言われると甚だ疑問でござ

いますけれども、いずれにしましても、一定程度

の雇用が生まれるということを期待しているわけ

でございます。 

以上でございました。 

○議員（成川幸太郎）そのバイオマスのほうが

生まれるんでしょうけれども。これまで開業され

たメガソーラーとか、今後予定されている風力発

電とか、そういったところでの雇用状況、特にメ

ガソーラーは雇用がほとんど当てにならないんじ

ゃないかというふうにも言われたりと、メガソー

ラー１カ所で何人ぐらいの人がやっているものか、

わかっていれば教えてください。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）メガ

ソーラー１カ所でいきますと、多分、数人程度の

方がメンテナンスにかかわる程度ではないかと思

います。 

 一方で、薩摩川内市の関連産業の育成というこ

とにつきましては、今回の議会の中でも多くの議

員の方々から御指摘をいただいているところでご

ざいますけれども、関連産業の育成、特に成長戦

略に沿った形での関連産業の育成ということにつ

いては、実は、今、この議論の中では余り出てま

いりませんでしたが、大変重要なテーマとして、

少し長期的な視点を持って進めていく必要があろ

うかと思います。 

 その中で期待ができることは、例えば関連の再

生可能エネルギーの設備が市内にたくさんできた。

そのできた設備をメンテナンス、ですから、修理

をしたり保守点検をするという業務はぜひ地元で

やるような、そういう環境づくりというのを私ど

ももしっかり進めていく必要はあろうかと思いま

す。 

 それは、例えば現在、地元でも事業をやってお

られる方々の新しい－いわゆる新規軸として、

そのような管理とか修繕とか、そういった事業が

やっていただけることが理想ではないかなという

ふうに考えておりまして、そのような面も大事に

しながら、産業育成に努めてまいりたいというふ

うに考えております。 

以上でございました。 

○議員（佃 昌樹）ちょっと教えてもらいたい

んですが、実は電気自動車にかえようかなと思っ

たんですよ。日産に行っていろいろ調べてみまし

た。そしたら、充電をするのに料金は、ただ。そ

して、８０％充電で１２０キロぐらい走るという

ことなんです。 

 充電時間が３０分から４０分なんです。

１２０キロといったら鹿児島へ行って指宿へ行っ

たら、これはもう帰ってこれないなというような、

そんな状況で、しかも充電時間が３０分、４０分

となると、その間ぼけっとしとかないかんと。こ

れは大変だなあと思っている。ただというのが一

つの魅力だったんですが。そこで、甑島のＥＶ
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カーについて、この充電の、恐らく電気料金は払

わないかんのだろうと思います。 

 私の場合は民間だから、サービス期間として、

ただということになっているだろうと思うんです

が。それとハイブリッド車が、今ずっと走ってい

るわけだけど、燃料の料金的には純粋のＥＶカー

と、それから、ハイブリッドカーのガソリン代と

どんな状況になるのか。この辺の検証も入れても

らって、置いていただきたいということなんです。 

 現状として、モビリティの充電はどうしている

のか。１２台とか１０台とかっていう充電。夜間

電力を使ってやっているにしても、いっぱいコン

セントがないと困るなと。それから、もちろんＥ

Ｖカーについては、充電スタンドを設けていると

いうことなんですが、この料金の負担等について

も、どうなっているのか、ちょっと説明願いたい

と思います。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）超小型

モビリティの２０台については、各支所、それか

ら地区コミ、それから各事業所のコンセントで随

時充電していただいています。たまには、その充

電器のところにも１００ボルトがございますから、

そこでも充電できるような状態になってます。 

 ゼロから満充電にするために、１回の充電のお

金は１００円程度ということになってまして、今、

現在８２１回使われておりますので、全部空にし

たとすれば、その掛ける１００円ぐらいが電気代

がかかっているということになりますが、全部は

多分使われてないというふうなことであります。

それらについても、データを取って検証をしてま

いりたいと思います。 

 そして、先ほどおっしゃったハイブリッドとＥ

Ｖ車の検証、さっき御指摘がございましたので、

お金として、ガソリンだったら幾ら、ＥＶ車だっ

たら幾らということで検証はしていきたいと思い

ます。 

 それから、課金についてなんですけれども、今

回つくりました充電器については、経済産業省の

補助金を入れてつくっております。その中で、経

済産業省の基本的な前提条件としましては、不特

定多数が使えることということになってますので、

現在のところ課金はせずに誰でも使えるような状

態にはなっております。ただし、鍵がありますの

で、一言言っていただいて、充電していただくと

いうふうな形であります。 

 今のＥＶ車のほうの満充電にするための充電の

お金というのは、２００円から４００円ぐらいと

いうことに、１回、空になったとき、というふう

な状態となっておりますので、今のところ、その

課金はしていないと、今後、その市民の方が買わ

れるようになったらどうしていくのかというのは、

検討していく必要があるんじゃないかなと思って

おります。 

○委員長（森永靖子）ほかにありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）質疑は尽きたと認めます。 

 すみません。先ほどの新原議員の質問に対して

の答弁が今ここでできますか。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）すみま

せん。後でさせていただきたいと思います。 

─────────―――───── 

   △次世代エネルギー関連行事等について 

○委員長（森永靖子）それでは次に、次世代エ

ネルギー関連行事等についてに入ります。 

 当局の説明を求めます。 

○新エネルギー対策課長（久保信治）資料

２のほうをごらんください。 

 資料２に、本日以降の主な行事等について記載

してございます。主な行事等でございますので、

見ていただければ助かりますが、例えば３番目で

すけれども、９月２６日に港町でＥＮＥＯＳグ

ローブの３．５メガキロワットの太陽光発電所が

竣工します。 

 それから、先ほど申し上げました１０月１６日

には、ビジョン推進会議がございます。 

 ３０日には、スマートグリッドの実証試験の竣

工式がございますということでございます。 

 それから下、三つが行事等でございまして、

１１月７日から９日に、全国の小水力サミットｉ

ｎ鹿児島ということでございまして、鹿児島市ほ

かでありますが、基調講演、パネルディスカッシ

ョンといった形で、本市の向野対策監も参加する

予定となっております。 

 先ほど言いました８日と来年の２月２２日、

２３日はシンポジウムとフェアを実施するという

ふうな状態となっています。 

以上で説明を終わります。 

○委員長（森永靖子）ただいま説明がありまし

たが、これより質疑に入ります。 

 御質疑願います。 
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○委員（大田黒 博）先ほど言いましたけれど

も、これだけ次世代エネルギーの、市が計画する

ものにおいては、特別委員会として、出席しなけ

ればいけないのかなと思っておりますけれども。

先ほどありました、全国小水力発電サミット、こ

れは霧島であるんですか。これ等において特別委

員会としてどうされるのか。早目に決められて、

今、導入される、本市に導入される中に必要じゃ

ないかなと思っているんですが。皆さん方の御意

見を聞きながら、少しこの委員会としての取りま

とめをしていただけないかなと思っているところ

です。 

○委員長（森永靖子）それでは、質疑をいただ

いてからということにしたいと思いますが、御質

疑願います。 

○委員（江口是彦）ちょっと流れはあんまり理

解してませんので、どこで質疑したらいいのか。 

 今後のいろんな事業をやっていくとして、超小

型モビリティ導入実証事業が今、行われているわ

けですが、下甑だけでも１２台が、いろいろ配属

されてます。じゃあ、どういう形で、市民生活に

近い場所での実証実験と言われてますので、今、

始まったばかりですから、なかなかでしょうけど。

やっぱり半年なりを見て、ここでこんないいあれ

をしてるとかいう紹介をしながら、コミュニティ

にもいろいろ運用の仕方というか、何か工夫。も

うただコミュニティの玄関先に、ただ展示されて

いるだけでは、コミュニティの方もどう利用して

いけばいいのかというのがでしょうから、今後の

事業として、やはりここのコミュニティではこん

なことしておられるとか、こういう実験結果が得

られたとかいうようなことをどこかでされたほう

がいいかなと。 

 なかなかみんな戸惑っていらっしゃるんじゃな

いかな、この一人乗りのほうですよ、と思います。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）大変重

要な御指摘だと思います。 

 私ども当局としまして、この超小型モビリティ

の利活用の仕方については、全国の好事例を積極

的に地域に還元していきたい。つまり、情報提供

をさせていただきたいというふうに考えておりま

すので、今後も国交省と連携をしながら、情報共

有に努めてまいりたいというふうに考えておりま

す。 

以上でございました。 

○委員長（森永靖子）ほかにありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）委員による質疑は尽きた

と認めます。 

 次に、委員外議員の質疑はありませんか。 

○議員（谷津由尚）薩摩川内市の未来像、

２６ページのこれに向かって着実に実行計画を実

施されているんですが。１点。メガソーラーとい

うのは４年前は非常に話題性があったんですけど、

最近は話題性がないと。しかし、本市が今、取り

組んでおります、この次世代エネルギーの対策、

総まとめで見てみると、今の時点で相当な話題性

を持っていると思います。 

 中パさんが今回のバイオマスに取り組まれると

いうことで、かなりバランスのとれた次世代のま

ちとしては売り込みができるだろうと、要素はそ

ろっただろうというふうに考えてます。 

 そこで、こういう関連行事を今からもっとされ

るわけですけど、市を売り込むという、そういう

意味で、この次世代エネルギーのまちということ

を売り込むという形での、この行事というか、そ

ういうことは今後どのように考えておられますか。 

○新エネルギー対策監（向野陽一郎）御指摘

の点につきましては、いろいろなメディアの御協

力を得た上で、積極的に情報発信をしていきたい

というふうに考えておりまして、これまでも記者

クラブの方にはタイムリーな情報提供に努めてま

いりましたけれども、それだけではなくて、例え

ば地元のテレビ局の方々、それから、もっと重要

なことは、議会でも再々話題になっておりますＦ

Ｍさつませんだいの活用ということについても、

もっと真剣に考えていきたいというふうに考えて

おります。 

 それから、事業パートナーの方々というのは、

この２年間ほどで大変ふえてきたもんですから、

その事業パートナーの方々、これは民間企業さん、

それから大学、いろんな方々いらっしゃいますけ

れども、そのような方の御協力も得た上で情報発

信に努めてまいりたいと。 

 いずれにしても、先ほども答弁ありましたけれ

ども、特にまちのブランド力を高めて、交流人口

をふやしていくというようなことにつなげていき

たいと思っておりまして、いろいろな媒体を積極

的に、より一層活用していきたいというふうに考

えている次第でございます。 
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以上でございました。 

○委員長（森永靖子）ほかにありますか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）質疑は尽きたと認めます。 

 それでは、ここで先ほどの大田黒委員の質問に

対して、協議会に切りかえたいと思います。 

～～～～～～～～～～     

午前１１時５７分休憩     

～～～～～～～～～～     

午後 ０時 ２分開議     

～～～～～～～～～～     

○委員長（森永靖子）本会議に戻します。 

─────────―――───── 

   △委員長報告の取扱い 

○委員長（森永靖子）以上で、日程の全てを終

わりました。なお、本日の調査内容について、今

定例会において委員長報告を行うこととしたいと

思いますが、御異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○委員長（森永靖子）御異議ありませんので、

そのように決定します。 

─────────―――───── 

   △閉  会 

○委員長（森永靖子）それでは、次世代エネル

ギー対策調査特別委員会を閉会します。 

 本日は、御苦労さまでした。 
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